
 

平成２５年９月１８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

口頭弁論終結日 平成２５年８月２８日 

 

判     決 

原告           国 

被告           Ｙ株式会社 

  

主     文 

１ 被告は、原告に対し、２２０５万５０００円及びこれに対する平成２３年１０

月２９日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文に同じ 

第２ 事案の概要 

本件は、Ａ株式会社（以下「滞納会社」という。）に対する租税債権を有す

る原告（所轄庁は当初沼津税務署長、現在は名古屋国税局長）が、会員制クラ

ブである「Ｂクラブ」を経営する被告に対して滞納会社が有するロイヤル会員

権を差し押さえ、これに含まれる２３００万円の預託金返還請求権の取立権を

取得したなどと主張して、被告に対し、平成１９年度分から平成２３年度分ま

での滞納会社の未納年会費９４万５０００円（消費税含む。）を差し引いた残

額である２２０５万５０００円及びこれに対する履行催告書で定めた履行期限

（平成２３年１０月２８日）の翌日から支払済みまで商事法定利率年６分の割
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合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 請求原因 

別紙「請求の原因」記載のとおり 

２ 請求原因に対する認否 

（１）請求原因１は知らない。 

（２）同２は認める。 

 （３）同３の（２）は不知、その余は認める。 

（４）同４は認める。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 請求原因１の事実は証拠（甲１、２）により認められる。 

２ 請求原因２の事実は当事者間に争いがない。 

３ 請求原因３の（１）、（３）ないし（５）の事実は当事者間に争いがなく、

同（２）の事実は証拠（甲１３、１６の１）及び弁論の全趣旨により認められ

る。 

４ 請求原因４の事実のうち、原告が被告に対し、平成２５年６月２８日送達の

本件訴状をもって、滞納会社の平成１５年度分ないし平成１８年度分の未納年

会費７５万６０００円（消費税含む。）について、消滅時効の援用の意思表示

をした事実は当裁判所に顕著であり、その余の事実は当事者間に争いがない。 

５ 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文

のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第４９部 

裁判官     剱持 淳子 

 2 



 

（別紙） 

請求の原因 

１ 原告の滞納会社に対する租税債権の存在 

（１）原告（所轄庁：名古屋国税局長。なお、平成２０年１０月１６日現在の所轄

庁は、沼津税務署長であった。）は、静岡県所在の訴外Ａ株式会社（以下「滞

納会社」という。）に対し、平成２０年１０月１６日現在、別紙「租税債権目

録（１）」記載のとおり、既に納期限を経過した１２８５万１７８６円の租税

債権（以下「本件租税債権」という。）を有していた（甲第１号証）。 

（２）その後、原告は、滞納会社に対し、平成２５年６月１０日の時点では、別紙

「租税債権目録（２）」記載のとおり、新たに発生した法人税の本税及び延滞

税を加えた合計１億７２６０万６０３９円の租税債権を有するに至っており、

現在も、同月１１日以降に発生した延滞税が加算されている（甲第２号証）。 

２ 滞納会社が被告に対して有する会員権の存在 

（１）被告は、保養施設の会員制クラブを経営する株式会社であり、「Ｂクラブ」

（以下「本件クラブ」という。甲第３号証）を経営している。 

（２）滞納会社は、被告との間で、本件クラブのロイヤル会員会則（以下「本件会

則」という。甲第４号証）に基づくロイヤル会員として本件クラブに入会する

契約を締結し、平成３年７月２４日、７２１万円（入会金７００万円及び消費

税２１万円）を納入するとともに、２３００万円の入会保証金（以下「本件預

託金」という。）を預託して、被告又は被告の業務提携先が所有する諸施設及

び附属施設の優先的利用権並びに本件預託金の返還請求権を併せ有する会員権

（以下「本件会員権」という。）を取得した（甲第５号証ないし第９号証）。 

３ 原告による本件会員権の差押え及び本件預託金の返還請求権の取立権の取得 

（１）沼津税務署長は、平成２０年１０月１６日、別紙「租税債権目録（１）」記

載の租税債権を徴収するため、国税徴収法（以下「徴収法」という。）７３条

１項の規定に基づき、滞納会社が被告に対して有する本件会員権を差し押さえ

 3 



 

（以下「本件差押処分」という。甲第１０号証の１）、同月１７日、同差押通

知書を被告に送達した（甲第１０号証の２）。これにより原告は、徴収法７３

条５項で準用する同法６７条１項の規定に基づき、本件預託金の返還請求権の

取立権を取得した。 

なお、沼津税務署所属の徴収職員は、平成２０年１０月１７日、徴収法７３

条５項で準用する同法６５条の規定に基づき、滞納会社から本件預託金の証書

を取り上げた（甲第１１号証）。 

（２）名古屋国税局長は、平成２１年２月３日、通則法４３条３項の規定に基づき、

本件租税債権について、沼津税務署長から徴収の引継ぎを受けた。 

これにより、本件差押処分に係る本件預託金の取立権は、沼津税務署長から

名古屋国税局長に引き継がれた。 

（３）名古屋国税局長は、平成２２年１１月１０日、新たに発生した法人税を徴収

するため、徴収法７３条１項の規定に基づき、滞納会社が被告に対して有する

本件会員権を差し押さえ（甲第１２号証の１）、同月１５日、同差押通知書を

被告に送達した（甲第１２号証の２）。 

なお、同日、新たに発生した法人税について、本件差押処分に係る取立権に

基づき取り立てた金銭から配当を受けるため、徴収法８２条１項の規定に基づ

き、本件差押処分の執行機関である名古屋国税局長に対して交付要求した（甲

第１３号証）。 

（４）滞納会社は、平成２３年７月２４日の経過をもって、本件クラブに入会した

平成３年７月２４日から満２０年が経過し、本件預託金の据置期間が満了した

（甲第１４号証）後の平成２３年８月１９日、被告に対し、本件クラブを退会

し、本件預託金の返還を請求する旨の「退会届・入会保証金返還請求書」（甲

第１５号証の１）を書留内容証明郵便として差し出し、同月２２日、同請求書

は被告に到達した（甲第１５号証の２）。 

滞納会社による本件預託金の返還請求は、預託金の据置期間満了後直ちに、
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退会とともになされたものであるから、本件預託金返還債権は支払期に達した

（本件会則８条２項・甲第４号証）。 

（５）原告は、本件預託金の返還請求権の取立権に基づき、被告に対し、平成２３

年１０月１４日付け履行催告書（甲第１６号証の１）をもって、同月２８日を

期限として本件預託金の返還を請求し、同月１７日、同催告書は被告に到達し

た（甲第１６号証の２）。 

しかしながら、被告は、今日まで、原告に対して本件預託金を弁済していな

い。 

４ 未納年会費債務に係る消滅時効の援用 

（１）本件預託金の返還について、本件会則８条２項は、「預託金（引用者注：本

件預託金）は、無利息とし、２０年間据置き、期間満了後３か月以内に会員か

ら請求のあった時は、理事会の承認を得て返還するものとする。」（甲第４号

証）と規定している。 

（２）他方、滞納会社は、被告に対し、本件クラブのロイヤル会員の「募集要項・

会員の特典」の記載又はロイヤル会員細則５条の規定に基づき、年会費１８万

円（年会費の計算期間は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。）

及びこれに対する消費税９０００円の合計額１８万９０００円を毎年３月３１

日までに翌年度分を一括して支払う債務を負っているところ（甲第９号証及び

甲第１７号証ないし第２０号証）、平成１４年度分の納入を最後に支払をして

おらず、その未納年会費の額は、平成２４年１１月２９日現在、平成１５年度

分（支払時期：平成１５年３月３１日）ないし平成２３年度分（支払時期：平

成２３年３月３１日）の９年間分の合計として１７０万１０００円（消費税含

む。）に達している（甲第９号証・３枚目、第１７号証・２枚目及び３枚目並

びに第２０号証）。 

（３）この未納年会費債務については、それぞれの支払時期から消滅時効が進行す

ると解される。 
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（４）滞納会社及び被告は共に株式会社であるから、本件における年会費債務は商

行為によって生じたものとなり（会社法５条）、その消滅時効については、商

法５２２条所定の５年間の短期消滅時効の規定が適用される。 

そして、滞納会社の未払年会費債務のうち、平成１５年度分ないし平成１８

年度分の各年会費の支払時期は、平成１５年度分が平成１５年３月３１日、平

成１６年度分が平成１６年３月３１日、平成１７年度分が平成１７年３月３１

日、平成１８年度分が平成１８年３月３１日であり、少なくとも本件訴訟提起

時においては、平成１５年度分ないし平成１８年度分の年会費支払債務につい

ては、５年間の短期消滅時効期間が経過している。 

（５）ところで、消滅時効を援用しうる者は、権利の時効消滅によって直接利益を

受ける者に限られるが、金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対

して負担する債務について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを

援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分で

ない事情にある限り、その債権を保全するに必要な限度で、民法４２３条１項

本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援

用することが許されると解される（最高裁判所昭和４３年９月２６日第一小法

廷判決・民集２２巻９号２００２ページ）。 

これを本件についてみると、滞納会社は、平成１５年度分ないし平成１８年

度分の年会費支払債務について、いまだ消滅時効の援用をしていない。 

また、滞納会社は、土木工事及び建築工事を請け負う建設業を目的とする会

社である（甲第２１号証）が、平成１３年から１４年頃には債務超過の状態で

経営が困難な状態に陥っており、遅くとも平成２１年６月時点では休業状態と

なっており、平成２１年５月期決算以降、沼津税務署に、休業中として法人税

確定申告書を提出しており、平成２４年５月期決算においても同様に休業状態

として法人税の確定申告を行っている。 

さらに、平成２４年５月決算に係る滞納会社の法人税確定申告書に添付され
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た貸借対照表及び附属明細書を見ると、滞納会社の資産科目の内訳は、本件会

員権以外は、相手方が行方不明又は既に死亡している等の理由により、実質的

に回収することが不可能なものと認められる（甲第２２号証及び第２３号証）。 

以上の事情に照らせば、滞納会社は、現時点において無資力状態に陥ってお

り、その資力の回復の見込みがないことも明らかである。 

したがって、原告は、上記１のとおり滞納会社に対して本件租税債権を有す

る債権者として、上記未納年会費のうち、平成１５年度分ないし平成１８年度

分の未納年会費７５万６０００円（消費税含む。）について、通則法４２条及

び民法４２３条１項本文の規定に基づき、本件訴状をもって、滞納会社に代位

して消滅時効を援用する。 

（６）なお、滞納会社の未納年会費のうち、平成１９年度分及び平成２０年度分の

各年会費の支払時期は、平成１９年度分が平成１９年３月３１日、平成２０年

度分が平成２０年３月３１日であり、少なくとも本件訴訟提起時においては、

５年間の短期消滅時効期間が経過している。 

しかし、上記３（４）のとおり、本件預託金の据置期間は平成２３年７月２

４日の経過をもって満了しており、かつ、滞納会社は、平成２３年８月１９日、

被告に対し、本件クラブを退会する旨の申入れをしており、本件預託金返還債

権は支払期に達したことから、被告が滞納会社に対して有する平成１９年度分

及び平成２０年度分の各未納年会費請求権と滞納会社が被告に対して有する本

件預託金の返還請求権とは、平成２３年８月１９日には相殺適状にあったと認

められる（民法５０８条、５０５条１項本文）。 

また、滞納会社は、被告に対し、平成２３年８月１９日付けで退会届を提出

し、同日、本件クラブを退会していることから、平成２４年度分の年会費支払

義務は発生していない。 

（７）以上のとおり、滞納会社が被告に対して有する年会費支払請求権の額は、平

成１９年度分ないし平成２３年度分の５年間分合計９４万５０００円（消費税
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含む。）であるから、原告は、被告に対し、本件預託金２３００万円から同額

を差し引いた２２０５万５０００円の預託金返還請求権について取立権を有し

ている。 

５ 結語 

よって、原告は、被告に対し、本件預託金元本２３００万円から滞納会社の未

納年会費９４万５０００円（消費税含む。）を差し引いた２２０５万５０００円

及びこれに対する履行催告書で定めた履行期限である平成２３年１０月２８日の

翌日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求め

る。 

以上 
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